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第１章 総則 

（目的） 

第１条 札幌市立大学（以下「本学」という。）大学院は、人間重視の考え方を

基盤として学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥をきわめ、又は高度

の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い、

知と創造の拠点として札幌市におけるまちづくり全体により大きな価値を生

み出し、地域社会に対する積極的な貢献を果たすことを目的とする。 

（評価） 

第２条 本学大学院は、教育研究水準の向上を図り、前条の目的及び社会的使

命を達成するため、教育研究活動等の状況について、自ら又は外部の点検及

び評価（以下「自己点検評価及び外部評価」という。）を行うものとする。 

２ 自己点検評価及び外部評価に関し必要な事項は、別に定める。 

（課程） 

第３条 本学大学院の課程は、修士課程とする。 

（研究科、専攻及び定員） 

第４条 本学大学院に、次の研究科及び専攻を置く。 

   デザイン研究科 デザイン専攻 

   看護学研究科 看護学専攻 

２ 各研究科の教育研究上の目的は、次のとおりとする。 

 ⑴ デザイン研究科  地域社会全体に内在する様々な課題に対してデザイン

による解決策を教育研究することにより、高度で専門的なデザイン能力

を持った職業人の育成を目指し、産業、芸術・文化等の振興、地域再生・

活性化などの貢献を果たす。 

⑵ 看護学研究科 保健・医療・福祉分野における様々な課題に主体的に取

り組む高度な看護実践能力を有する看護職及び総合的な調整能力を有す

る看護管理者の育成を目指し、市民の健康の保持増進への貢献を果たす。 

 

 

 

 



                        

３ 本学大学院の定員は、次のとおりとする。 

定 員 
研究科 専攻 

入学定員 収容定員

デザイン研究科 デザイン専攻 １８人 ３６人 

看護学研究科 看護学専攻 １８人 ３６人 

計 ３６人 ７２人 

第２章 運営組織 

（職員） 

第５条 本学大学院の職員は、本学の職員をもって充てる。 

（研究科長） 

第６条 研究科に研究科長を置き、当該研究科に関する事項を掌理する。 

２ 研究科長の任期及び選考については、別に定める。 

（専攻長） 

第７条 学長は、研究科の教育研究、運営の観点から設置が必要と認める場合

は、当該研究科の専攻に専攻長を置くことができる。 

２ 専攻長は、研究科長を補佐し、専攻に関する校務をつかさどる。 

（研究科教授会） 

第８条 研究科に、それぞれの研究科の重要事項を審議するために研究科教授

会を置く。 

２ 研究科教授会は、研究科長及び研究科において特別研究・課題研究を担当

する教授をもって構成する。ただし、必要に応じて、その他の教授、准教授

等の職員を加えることができる。 

３ 研究科教授会は、法令で定めるその権限に属する事務を処理するほか、当

該研究科教授会を置く研究科の教育研究等に関する重要事項を審議する。 

４ 前３項に定めるもののほか、研究科教授会の組織及び運営に関し必要な事

項は、別に定める。 

（研究科代議員会） 

第９条 研究科教授会は、当該研究科教授会を組織する職員のうちの一部の者

をもって組織する研究科代議員会を置くことができる。 



                        

２ 研究科教授会は、当該研究科教授会の定めるところにより、研究科代議員

会の議決をもって、当該研究科教授会の議決とすることができる。 

３ 前２項に定めるもののほか、研究科代議員会の組織及び運営に関し必要な

事項は、別に定める。 

（委員会等） 

第１０条 本学大学院に、本学の職員で組織する委員会その他必要な会議を置

くことができる。 

２ 前項の委員会その他必要な会議の組織及び運営に関し必要な事項は、別に

定める。 

第３章 学年、学期及び休業日 

（学年） 

第１１条 本学大学院の学年は、４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

（学期） 

第１２条 前条の学年は、次の各号に掲げる２つの学期に分けるものとし、そ

の期間は、それぞれ当該各号に定めるものとする。 

⑴ 前期 ４月１日から９月３０日まで 

⑵ 後期 １０月１日から翌年３月３１日まで 

 

（休業日） 

第１３条 本学大学院における授業を行わない日（以下「休業日」という。）は、

次のとおりとする。ただし、学長が、特に必要があると認める場合は、これ

を変更し、臨時に休業日を設け、又は休業日において授業を行うことができ

る。 

⑴ 日曜日 

⑵ 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

⑶ 開学記念日 

⑷ 春季休業日 

⑸ 夏季休業日 

⑹ 冬季休業日 



                        

第４章 標準修業年限及び在学年限 

（標準修業年限） 

第１４条 本学大学院修士課程の標準修業年限は２年とする。 

（在学年限） 

第１５条 在学期間は、４年を超えることができない。ただし、第２１条から

第２３条までの規定により入学した者、第３８条の規定により転研究科した

者又は第３９条の規定により留学した者は、それぞれ第２４条、第３８条第

２項又は第３９条第２項の規定により定められた在学すべき年数の２倍に相

当する年数を超えて在学することができない。 

第５章 入学 

（入学の時期） 

第１６条 入学の時期は、学年の初めとする。ただし、学長が教育上支障がな

いと認めるときは、後期の初めとすることができる。 

（入学の資格） 

第１７条 本学大学院に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該

当する者とする。 

⑴ 学校教育法第８３条に定める大学を卒業した者 

⑵ 学校教育法第１０４条第４項の規定により学士の学位を授与された者 

⑶ 外国において、学校教育における１６年の課程を修了した者 

⑷ 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する

ことにより当該外国の学校教育における１６年の課程を修了した者 

⑸ 我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育

における１６年の課程を修了したとされるものに限る。）を有するものとし

て当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文

部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者 

⑹ 専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学

大臣が定める基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するも

のを文部科学大臣が定める日以後に修了した者 

⑺ 文部科学大臣の指定した者 



                        

⑻ 大学に３年以上在学した者であって、本学が定める所定の単位を優秀な

成績で修得したと認めた者 

⑼ 外国において、学校教育における１５年の課程を修了した者であって、

本学が定める所定の単位を優秀な成績で修得したと認めた者 

⑽ 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する

ことにより当該外国の学校教育における１５年の課程を修了した者であっ

て、本学が定める所定の単位を優秀な成績で修得したと認めた者 

⑾ 我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育

における１５年の課程を修了したとされるものに限る。）を有するものとし

て当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文

部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者であって、本学が

定める所定の単位を優秀な成績で修得したと認めた者 

⑿ 学校教育法第１０２条第２項の規定により大学院に入学した者であっ

て、本学大学院において、大学院における教育を受けるにふさわしい学力

があると認めた者 

⒀ 本学大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と

同等以上の学力があると認めた者で、２２歳に達した者 

（入学志願の手続） 

第１８条 本学大学院への入学を志願する者（以下「入学志願者」という。）は、

所定の期日までに、別に定める入学願書その他本学大学院が必要と認める書

類を提出するとともに、入学検定料を納付しなければならない。 

（入学者の選考） 

第１９条 入学志願者に対しては、別に定めるところにより、選考を行う。 

（入学手続及び入学許可） 

第２０条 前条の選考に合格した者は、所定の期日までに、別に定める入学手

続に関する書類を提出するとともに、入学料を納付しなければならない。 

２ 学長は、前項に規定する入学手続を完了した者に対し、入学を許可するも

のとする。 

（編入学） 

第２１条 学長は、大学院（外国の大学院を含む。次条において同じ。）を修了



                        

し、又は退学した者で本学大学院に編入学を志願するものがあるときは、欠

員の状況等を勘案し、研究科教授会の議を経て、選考の上、相当年次に入学

を許可することができる。 

（転入学） 

第２２条 学長は、他の大学院に在籍している者で本学大学院に転入学を志願

するものがあるときは、欠員の状況等を勘案し、研究科教授会の議を経て、

選考の上、相当年次に入学を許可することができる。 

（再入学） 

第２３条 学長は、本学大学院を退学した者で再入学を志願するものがあると

きは、欠員の状況等を勘案し、研究科教授会の議を経て、選考の上、相当年

次に入学を許可することができる。 

（編入学等の場合の取扱い） 

第２４条 前３条の規定により入学を許可された者の既に履修した授業科目及

び単位数の取扱い並びに在学すべき年数その他編入学、転入学及び再入学に

関し必要な事項は、研究科教授会の議を経て、学長が決定する。 

第６章 授業科目、履修方法等 

（授業及び研究指導） 

第２５条 本学大学院の教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対す

る指導(以下「研究指導」という。)によって行うものとする。 

（授業科目） 

第２６条 本学大学院の授業科目の種類及びその単位数は別表１のとおりと

し、学生が修得すべき単位数は別表２のとおりとする。 

２ 本学大学院の授業科目の単位数は、次に掲げる科目別に区分して定めるも

のとする。 

⑴ 履修により修得した単位数を修了の認定のために修得が必要な単位数の

うちに加えることができる科目（以下「修了単位認定科目」という。）でそ

の履修を義務付けられているもの（別表１及び別表２において「必修科目」

という。） 

⑵ 修了単位認定科目で選択によりその履修をすることができるもの（別表



                        

１及び別表２において「選択科目」という。） 

⑶ 修了単位認定科目以外のもの（別表１及び別表２において「自由科目」

という。） 

３ 各授業科目の配当年次、履修方法等は、別に定める。 

（単位の計算方法、単位の授与及び成績の評価） 

第２７条 本学大学院の単位の計算方法、単位の授与及び成績の評価について

は、札幌市立大学学則（平成１８年学則第１号）第３３条から第３５条の規

定を準用する。 

（他の研究科又は学部の授業科目の履修） 

第２８条 学長は、教育研究上有益と認めるときは、教授会又は研究科教授会

の議を経て、学生に他の研究科または学部の授業科目を履修させることがで

きる。 

２ 前項の規定により、履修した授業科目について修得した単位の取扱いは、

別に定める。 

（他の大学院における授業科目の履修等） 

第２９条 学長は、教育研究上有益と認めるときは、他の大学院との協議に基

づき、研究科教授会の議を経て、学生に当該大学院の授業科目を履修させる

ことができる。 

２ 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位を、別に定める

ところにより、１０単位を超えない範囲で、本学大学院における授業科目の

履修により修得したものとみなすことができる。 

（他の大学院等における研究指導） 

第３０条 学長は、教育研究上有益と認めるときは、他の大学院、研究所その

他別に定める機関（以下「他の大学院等」という。）と本学大学院との協議に

基づき、研究科教授会の議を経て、学生に他の大学院等において必要な研究

指導を受けさせることができる。この場合において、修士課程の学生につい

て、当該研究指導を受けさせる期間は、１年を超えないものとする。 

２ 前項の規定により受けた研究指導は、本学大学院で受けた研究指導とみな

す。 

（入学前の既修得単位等の認定） 



                        

第３１条 学長は、教育研究上有益と認めるときは、学生が本学大学院に入学

する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位（大学院設

置基準第１５条により準用する大学設置基準第３１条第１項に規定する科目

等履修生として修得した単位を含む。）を、別に定めるところにより、本学大

学院に入学した後の本学大学院における授業科目の履修により修得したもの

とみなすことができる。 

２ 前項の規定により修得したものとみなし、又は与えることができる単位数

は、編入学、転入学等の場合を除き、本学大学院において修得した単位以外

のものについては、第２９条の規定により本学大学院において修得したもの

とみなす単位数と合わせて１０単位を超えないものとする。 

（教育方法の特例） 

第３２条 大学院の課程においては、教育上特別の必要があると認めるときは、

夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な

方法により教育を行うことができる。 

（長期にわたる教育課程の履修） 

第３３条 学長は、学生が職業を有している等の事情により、第１４条の規定

にかかわらず標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を

履修し課程を修了することを希望する旨を申し出たときは、研究科教授会の

議を経て、その計画的な履修を認めることができる。 

２ 前項に関して必要な事項は、別に定める。 

第７章 休学、復学、転学、転研究科、留学、退学及び除籍 

（休学） 

第３４条 学長は、疾病その他やむを得ない理由により引き続き２月以上修学

することができない学生が休学を申し出たときは、研究科教授会の議を経て、

これを許可することができる。 

２ 学長は、疾病のため修学することが適当でないと認められる者に対し、研

究科教授会の議を経て、休学を命ずることができる。 

（休学期間） 

第３５条 休学することができる期間（以下「休学期間」という。）は、１年以



                        

内とする。ただし、特に必要があると認められるときは、１年を限度として

休学期間を延長することができる。 

２ 休学期間は、通算して２年を超えることができない。 

３ 休学期間は、在学期間に算入しない。 

（復学） 

第３６条 学長は、第３４条の規定により休学した学生の休学期間が満了した

とき、又は休学期間中にその理由が消滅したときは、その者の願い出により、

研究科教授会の議を経て、復学を許可することができる。 

（転学） 

第３７条 学長は、他の大学院への入学又は転入学を志願する学生があるとき

は、研究科教授会の議を経て、これを許可することができる。 

（転研究科） 

第３８条 学長は、他の研究科への転研究科を志願する学生があるときは、欠

員の状況等を勘案し、研究科教授会の議を経て、選考の上、これを許可する

ことができる。 

２ 前項の規定により許可を得て転研究科した学生の既に履修した授業科目及

び単位数の取扱い並びに本学大学院に在学すべき年数については、研究科教

授会の議を経て、学長が決定する。 

（留学） 

第３９条 学長は、外国の大学院への留学を志願する学生があるときは、研究

科教授会の議を経て、これを許可することができる。 

２ 前項の規定により許可を得て留学した学生の本学大学院に在学すべき年数

については、研究科教授会の議を経て、学長が決定する。 

（退学） 

第４０条 学長は、退学しようとする学生があるときは、研究科教授会の議を

経て、これを許可することができる。 

（除籍） 

第４１条 学長は、次の各号のいずれかに該当する者を、研究科教授会の議を

経て、除籍することができる。 

⑴ 授業料の納付を怠り、督促を受けてもなお納付しない者 



                        

⑵ 在学年限を超えて在学する者 

⑶ 休学期間を超えてなお復学しない者 

⑷ 死亡した者又は長期間にわたり行方不明の者 

第８章 課程の修了及び学位 

（修了） 

第４２条 学長は、本学大学院修士課程に２年（第２１条から第２３条までの

規定により入学した者、第３８条第１項の規定により転研究科した者又は第

３９条第１項の規定により留学した者にあっては、それぞれ第２４条、第３

８条第２項又は第３９条第２項の規定により定められた在学すべき年数）以

上在学し、所定の授業科目を履修し、及び別表２に定める単位数以上の単位

を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、本学大学院が行う修士論文の

審査及び試験に合格した者に対し、研究科教授会の議を経て、課程の修了を

認定する。ただし、優れた業績を上げた者については、本学大学院に１年以

上在学すれば足りるものとする。 

２ 前項の場合において、当該修士課程の目的に応じ適当と認められるときは、

特定の課題についての研究の成果の審査をもって修士論文の審査に代えるこ

とができる。 

３ 修士論文の審査及び試験については、別に定める。 

４ 学長は、第１項の規定により課程の修了を認定した者に対し、修了証書を

授与する。 

（学位） 

第４３条 学長は、課程の修了を認定した者に対し、次の各号に掲げるその者

が在籍した研究科の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める学位を授与する。 

⑴ デザイン研究科 修士（デザイン学） 

⑵ 看護学研究科 修士（看護学） 

２ 学位の授与に関し必要な事項は、別に定める。 

第９章 賞罰 

（表彰） 



                        

第４４条 学長は、学生として表彰に値する行為があった者を表彰することが

できる。 

（懲戒） 

第４５条 学長は、学生がこの学則その他の規程に違反し、又は学生としての

本分に反する行為をしたときは、当該学生を懲戒することができる。 

２ 懲戒の種類は、訓告、停学及び退学の処分とする。 

３ 退学の処分は、次の各号のいずれかに該当する者に対し行うものとする。 

⑴ 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 

⑵ 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者 

⑶ 正当な理由がなく出席が常でない者 

⑷ 本学大学院の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反する行為

をした者 

４ 懲戒の手続は、別に定める。 

第１０章 研究生、科目等履修生、聴講生、特別聴講学生、研修生及び

外国人留学生 

（研究生） 

第４６条 学長は、本学大学院において特定の専門分野について研究すること

を志願する者があるときは、本学大学院の教育研究に支障がない場合に限り、

研究科教授会の議を経て、選考の上、研究生として入学を許可することがで

きる。 

（科目等履修生） 

第４７条 学長は、本学大学院において特定の授業科目を履修することを志願

する者があるときは、本学大学院の教育研究に支障がない場合に限り、研究

科教授会の議を経て、選考の上、大学院設置基準第１５条により準用する大

学設置基準第３１条第１項に規定する科目等履修生として入学を許可するこ

とができる。 

２ 学長は、前項の規定により入学を許可された者で本学大学院において特定

の授業科目を履修したものに対して、単位を与えることができる。 

３ 前項の規定による単位の授与の決定及び成績の評価の方法については、第



                        

２７条の規定を準用する。 

（聴講生） 

第４８条 学長は、本学大学院において特定の授業科目を聴講することを志願

する者があるときは、本学大学院の教育研究に支障がない場合に限り、研究

科教授会の議を経て、選考の上、聴講生として入学を許可することができる。 

（特別聴講学生） 

第４９条 学長は、他の大学院等の学生で、本学大学院において特定の授業科

目を履修することを志願する者があるときは、当該他の大学院等との協議に

基づき、研究科教授会の議を経て、特別聴講学生として入学を許可すること

ができる。 

２ 学長は、前項の規定により入学を許可された者で本学大学院において特定

の授業科目を履修したものに対して、単位を与えることができる。 

３ 前項の規定による単位の授与の決定及び成績の評価の方法については、第

２７条の規定を準用する。 

（研修生） 

第５０条 学長は、大学その他の団体から、その所属する職員に特定の専門事

項について研修させるため、本学大学院に派遣の申出があるときは、本学大

学院の教育研究に支障がない場合に限り、研究科教授会の議を経て、選考の

上、研修生として受け入れることができる。 

（外国人留学生） 

第５１条 学長は、外国人で、大学院において教育を受ける目的で入国し、本

学大学院に入学することを志願する者があるときは、研究科教授会の議を経

て、選考の上、外国人留学生として入学を許可することができる。 

（その他） 

第５２条 第４６条から前条までに定めるもののほか、研究生、科目等履修生、

聴講生、特別聴講学生、研修生及び外国人留学生に関し必要な事項は、別に

定める。 

第１１章 授業料等 

（授業料等） 



                        

第５３条 本学大学院の授業料、入学料及び入学検定料の額、納付方法その他

授業料、入学料及び入学検定料に関し必要な事項は、別に定める。 

第１２章 補則 

（委任） 

第５４条 この学則の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

 

 

附則 

１ この学則は、平成２２年４月１日から施行する。 

２ 第４条の規定にかかわらず、平成２２年４月１日から平成２３年３月３１

日までの間における定員のうち収容定員は、次のとおりとする。 

収 容 定 員 
研究科 専攻 

平成２２年度 

デザイン研究科 デザイン専攻 １８人 

看護学研究科 看護学専攻 １８人 

計 ３６人 

 



別表１ デザイン研究科デザイン専攻 

区分及び単位数

区分 授業科目名 必
修 

選
択 

自
由 

修了要件 

国際関係特論  ２  

少子高齢社会特論  ２  

健康福祉政策特論  ２  

地域経済政策特論  ２  

ヒューマニティ特論  ２  

コミュニケーション特論  ２  

研
究
科
連
携
科
目 

連携プロジェクト演習  ２  

４単位 

以上 

デザイン特論 ２   

デザイン研究法  ２  

基
本
科
目 デザインマネジメント特論  ２  

４単位以上 

（必修２単位

を含む） 

建築計画特論  ２  

建築環境学特論  ２  

建築構造デザイン特論  ２  

日本建築史特論  ２  

景観デザイン特論  ２  

地域環境評価特論  ２  

環境共生デザイン特論  ２  

環境マネジメント特論  ２  

製品造形特論  ２  

製品評価特論  ２  

メカトロニクス特論  ２  

インタフェースデザイン特論  ２  

インタラクションデザイン特論  ２  

形状情報処理特論  ２  

造形表現特論  ２  

映像デザイン特論  ２  

ビジュアルデザイン特論  ２  

現代芸術特論  ２  

メディアプロデュース特論  ２  

地域ブランド構築特論  ２  

展
開
科
目 

デザイン特別演習 ２   

１２単位以上

（必修２単位

を含む） 

地域プロジェクト演習 ２   

地域創成デザイン特別セミナーA  ２  

地域創成デザイン特別セミナーB  ２  

インターンシップⅠ  ２  

実
践
科
目 

インターンシップⅡ   ４ 

４単位以上

（必修２単位

を含む） 

専
門
教
育
科
目 

修了研究 特別研究 ６   ６単位 

 

 

 



別表２ デザイン研究科デザイン専攻                               （単位） 

区分 必修科目 選択科目 自由科目 合計 

研究科連携課目 - ４ - ４

専門教育科目 １２ １４ - ２６

 基本科目 ２ ２ - ４

 展開科目 ２ １０ - １２

 実践科目 ２ ２ - ４

 修了研究 ６ - - ６

合 計 １２ １８ - ３０

 



別表１ 看護学研究科看護学専攻 

区分及び単位数 
区分 授業科目名 

必修 選択 自由 
修了要件 

国際関係特論  ２  

少子高齢社会特論  ２  

健康福祉政策特論  ２  

地域経済政策特論  ２  

ヒューマニティ特論  ２  

コミュニケーション特論  ２  

研
究
科
連
携
科
目 

連携プロジェクト演習  ２  

４単位 

以上 

看護理論特論 ２   

看護研究法特論 ２   

看護倫理学特論  ２  

看護管理学特論  ２  

臨床哲学特論  ２  

看護コンサルテーション特論  ２  

看護専門職教育特論  ２  

継続教育特論  ２  

寒冷地生活支援看護学特論  ２  

専
門
基
礎
科
目 

家族看護学特論  ２  

８単位 

以上 

地域生活看護学特論  ２  

老年看護学特論  ２  

在宅看護学特論  ２  

地域看護学特論  ２  

地域生活看護学演習  ２  

老年看護学演習  ２  

在宅看護学演習  ２  

専
門
教
育
科
目 

専
門
科
目 

実
践
看
護
学
分
野 

地
域
生
活
看
護
学
領
域 

地域看護学演習  ２  

一つの領

域から８

単位以上

（専門看

護師認定

希望者16

単位以上） 

 

研
究
科
連
携
科
目
及
び
専
門
教
育
科
目
の
う
ち
か
ら
２
単
位
以
上 

 

 



区分及び単位数 
区分 授業科目名 

必修 選択 自由 
修了要件 

母子看護学特論  ２  

母性看護学特論  ２  

小児看護学特論Ⅰ  ２  

小児看護学特論Ⅱ  ２  

母子看護学演習  ２  

母性看護学演習  ２  

小児看護学演習  ２  

小児看護学実習Ⅰ  ４  

母
子
看
護
学
領
域 

小児看護学実習Ⅱ  ２  

成人看護学特論  ２  

急性期看護学特論  ２  

慢性期看護学特論  ２  

急性期病態管理学特論  ２  

成人看護学演習  ２  

急性期看護学演習  ２  

慢性期看護学演習  ２  

成
人
看
護
学
領
域 

急性期看護学実習  ６  

精神看護学特論Ⅰ  ２  

精神看護学特論Ⅱ  ２  

精神看護学特論Ⅲ  ２  

精神看護学演習Ⅰ  ２  

精神看護学演習Ⅱ  ２  

精神看護学実習Ⅰ  ４  

精
神
看
護
学
領
域 

精神看護学実習Ⅱ  ２  

看護技術学特論Ⅰ  ２  

看護技術学特論Ⅱ  ２  

看護技術学演習Ⅰ  ２  

専
門
教
育
科
目 

専
門
科
目 

実
践
看
護
学
分
野 

看
護
技
術
学
領
域 

看護技術学演習Ⅱ  ２  

同上 

 

同 

上 



区分及び単位数 
区分 授業科目名 

必修 選択 自由 
修了要件 

看護教育・看護マネジメント学特論 ２   

看護教育学特論 ２   

看護マネジメント学特論 ２   

看護教育・看護マネジメント学演習 ２   

看護教育学演習 ２   

看
護
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
学
分
野 

看
護
教
育
・
管
理
学
領
域 

看護マネジメント学演習 ２   

同上 

 
同
上 

特別研究  ８  

専
門
教
育
科
目 

専
門
科
目 

研究 
課題研究  ４  

８単位 

（専門看護師認定

希望者４単位） 

 

 

 

 



別表２ 

看護学研究科看護学専攻                         (単位) 

区  分 必修科目 選択科目 自由科目 合計 

研究科連携科目 － 4 －   4 

専門教育科目 4 20 －  24 

専門基礎科目 4 4 －   8  

専門科目 － 16 －  16 

選択する領域・分野から － 8 －   8   

研究 － 8 

 

 

2

－   8 

 

 

2

合  計   4 26    －      30 

 

 

（専門看護師の認定を希望する場合）                   (単位) 

区  分 必修科目 選択科目 自由科目 合計 

研究科連携科目 － 4 －   4 

専門教育科目 4 24 －  28 

専門基礎科目 4 4 －   8  

専門科目 － 20 －   20 

選択する領域・分野から － 16 －  16   

研究 － 4 

 

 

2

－   4 

 

 

2

合  計   4 30    －      34 

 


